
第１回盛岡市健康危機対策本部会議 

  

令和２年２月 28日（金） 

本庁舎別館 403会議室  

 

次   第 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協議 

 

(1) 市健康危機対策本部について 

 

(2) 市主催イベント等の取り扱いについて 

 

(3) 国からの小中高等学校休校要請への対応について 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



健康危機対策本部の運営 

令和２年２月28日 
 



健康危機対策本部等の機能と体制 

2 

【健康危機対策本部】 

   【部局対応】 

  【事務局】 

総括班 事務局の総括，進捗管理，会議の主催，記録 等 

情報班 健康被害状況の収集・整理・分析，将来予測 等 

対策班 感染拡大防止対策の検討・実施 等 

広報班 広報統括，感染情報・感染拡大防止情報の周知 等 

対 策 班 

保健予防課 

健康増進課 

生活衛生課 

総 括 班 

地域福祉課 

事務局長 
（保健福祉部長） 

情 報 班 

企画総務課 

広 報 班 

広聴広報課 

＜事務局の機能＞ 

  本部長の意思決定補佐 

  健康危機対策本部の運営等 

（監督） 

（統制） 

（情報伝達） 

（指揮） 

意思決定補佐 

副本部長 

本部員 

本部長 
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盛岡市健康危機対策本部要綱 

（平成20年12月22日市長決裁，同日付け20盛保企第 271号通知） 

改正 平成21年４月１日市長決裁，同年５月20日付け21盛保企第 110号通知 

改正 令和２年２月20日副市長決裁，同年２月20日付31盛保企第 271号通知 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は，盛岡市災害対策本部条例（昭和37年条例第41号）の規定の例に準じて，盛岡市

保健所健康危機管理方針（平成20年10月27日市長決裁）第５第３項の規定に基づき，盛岡市長が

健康危機非常事態宣言を発表するなど盛岡市民の健康について必要があると認めたときに設置す

る盛岡市健康危機対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （健康危機対策本部長，健康危機対策副本部長，健康危機対策本部員等） 

第２ 健康危機対策本部長（以下「本部長」という。）は，市長とする。 

２ 健康危機対策副本部長（以下「副本部長」という。）は，副市長及び危機管理統括監をもって

充てる。 

３ 健康危機対策本部員（以下「本部員」という。）は，市長内部部局の公室長，部長，消防防災

監，玉山総合事務所長，会計管理者，保健所長，保健福祉部次長及び保健所次長をもって充てる。 

４ 本部長に事故があるときは，本部長があらかじめ定める順序により，副本部長がその職務を代

理する。 

５ 本部長及び副本部長に共に事故があるときは，盛岡市長の職務を代理する職員を定める規則

（平成12年規則第38号）が定めるところにより，当該職員である本部員が本部長の職務を代理す

る。 

 （本部長等の職務） 

第３ 本部長は，本部の事務を総括し，所属の職員を指揮監督する。 

２ 副本部長は，本部長を助け，本部長に事故があるときは，その職務を代理する。 

３ 本部員は，本部長の命を受け，本部の事務に従事する。 

 （本部の位置） 

第４ 本部は，盛岡市役所内に置く。 

 （会議） 

第５ 本部長は，健康危機及び健康被害の予防及び応急対策に係る協議決定及びその実施を図るた

め，必要に応じ，本部の会議を招集する。 

２ 会議は，本部長，副本部長及び本部員をもって構成する。 

 （本部連絡員） 

第６ 本部に本部連絡員を置き，第７第２項に規定する部長が部内の職員のうちから指名する。 

２ 本部連絡員は，本部長の命令の伝達に当たるほか，第７第１項に規定する部相互間の連絡及び
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情報収集の事務を担当する。 

 （部，部長及び副部長） 

第７ 本部に別表第１の左欄に掲げる部を置く。 

２ 部に部長を置き，別表第１の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 部長は，当該部の事務を掌理する。 

４ 部に副部長を置き，別表第１の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 副部長は，部長を補佐し，部長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 （課及び課長） 

第８ 部に別表第２の中欄に掲げる課を置く。 

２ 課に課長を置き，別表第２の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 課長は，上司の命を受け，部下の職員を指揮監督し，所管事務を掌理する。 

 （部及び課の分掌事務） 

第９ 部及び課の分掌事務は，別表第３のとおりとする。 

 （部の運営） 

第10 この要綱及び別に定めるもののほか，部の運営について必要な事項は，当該部の部長が定め

る。 

 （配備体制） 

第11 保健福祉部長は，本部が設置されたときは，直ちにその旨を本部員に通知しなければならな

い。 

２ 本部を設置した場合に本部に招集する本部員の範囲並びに部，課及び職員の配備体制は，その

必要に応じて本部長が本部員に指示し，招集し，及び解除する。 

 （外部連絡員等） 

第12 本部長は，その依頼により，別表第１の左欄に定める部の組織以外に所属する市の職員を本

部員又は本部連絡員にすることがある。 

２ 前項の場合において，本部長は，その依頼により本部員になった者の属する組織を第11第２項

の配備体制に組み入れることがある。 

３ 本部長は，本部に盛岡市保健所健康危機管理方針第３第１項の関係協働団体等から派遣された

連絡員その他の者を待機させることがある。 

 （本部の廃止） 

第13 市長は，予想された健康危機が解消した，又は健康危機発生後における当該健康危機が終息

したと認められるときに，当該健康危機の非常事態が終結した宣言をもって，本部を廃止する。 

 （補則） 

第14 本部長は，健康危機の対策の実施に当たり必要があると認めるときは，職員を他課の事務に

従事させることがある。 
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第15 この要綱に定めるもののほか，本部の活動その他に関し必要な事項は，別に定める。 

 （実施期日） 

第16 この要綱は，平成20年12月22日から実施する。 
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別表第１（第７関係） 

部 部長に充てる職 副部長に充てる職 

市長公室部 市長公室長 市長公室次長 

総務部 総務部長 総務部次長 

財政部 財政部長 財政部次長 

市民部 市民部長 市民部次長及び都南総合支所長 

環境部 環境部長 環境部次長 

保健福祉部 保健福祉部長 保健福祉部次長 

子ども未来部 子ども未来部長 子ども未来部次長 

商工観光部 商工観光部長 商工観光部次長 

農林部 農林部長 農林部次長 

建設部 建設部長 建設部次長 

都市整備部 都市整備部長 都市整備部次長 

玉山総合事務所部 玉山総合事務所長 玉山総合事務所次長 

出納部 会計管理者  
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別表第２（第８関係） 

部 課 課長に充てる職 

市長公室部 企画調整課 企画調整課長 

 広聴広報課 広聴広報課長 

 秘書課 秘書課長 

 東京事務所課 東京事務所長 

総務部 総務課 総務課長（総務部総務課長をいう。） 

 

 

 

情報企画課 情報企画課長 

 危機管理防災課 危機管理防災課長 

 職員課 職員課長 

 管財課 管財課長 

財政部 財政課 財政課長 

 契約検査課 契約検査課長 

 資産経営課 資産経営課長 

 市民税課 市民税課長 

 資産税課 資産税課長 

 納税課 納税課長 

市民部 市民協働推進課 市民協働推進課長 

 くらしの安全課 くらしの安全課長 

 スポーツ推進課 スポーツ推進課長 

市民登録課 市民登録課長 

健康保険課 健康保険課長 

医療助成年金課 医療助成年金課長 

都南総合支所課 都南総合支所支所長補佐 

環境部 環境企画課 環境企画課長 

 廃棄物対策課 廃棄物対策課長 

 資源循環推進課 資源循環推進課長 

 クリーンセンター課 クリーンセンター所長 

保健福祉部 地域福祉課 地域福祉課長 

障がい福祉課 障がい福祉課長 

長寿社会課 長寿社会課長 

介護保険課 介護保険課長 

生活福祉第一課 生活福祉第一課長 

生活福祉第二課 生活福祉第二課長 
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企画総務課 企画総務課長 

健康増進課 健康増進課長 

保健予防課 保健予防課長 

生活衛生課 生活衛生課長 

子ども未来

部 

子ども青少年課 子ども青少年課長 

子育てあんしん課 子育てあんしん課長 

母子健康課 母子健康課長 

商工観光部 経済企画課 経済企画課長 

 ものづくり推進課 ものづくり推進課長 

 観光交流課 観光交流課長 

農林部 農政課 農政課長 

 林政課 林政課長 

 中央卸売市場業務課 業務課長 

建設部 道路管理課 道路管理課長 

 交通政策課 交通政策課長 

 道路建設課 道路建設課長 

 河川課 河川課長 

 用地課 用地課長 

 建築住宅課 建築住宅課長 

都市整備部 都市計画課 都市計画課長 

 景観政策課 景観政策課長 

 公園みどり課 公園みどり課長 

 建築指導課 建築指導課長 

 盛岡南整備課 盛岡南整備課長 

 市街地整備課 市街地整備課長 

玉山総合事

務所部 

総務課 総務課長（玉山総合事務所総務課長をいう。） 

税務住民課 税務住民課長 

 健康福祉課 健康福祉課長 

 産業振興課 産業振興課長 

 建設課 建設課長 

出納部 会計課 会計課長 
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別表第３（第９関係） 

(1) 市長公室部 

課 分掌事務 

企画調整課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

  (2) 保健所に対する応援に関すること。 

広聴広報課 (1) 保健所に対する応援に関すること。 

秘書課 (1) 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

東京事務所

課 

(1) 厚生労働省その他政府機関の情報の収集及び関係機関との連絡調整に関

すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

(2) 総務部 

課 分掌事務 

総務課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 保健所に対する応援に関すること。 

情報企画課 (1) 保健所に対する応援に関すること。 

危機管理 (1) 保健所に対する応援に関すること。 

防災課 (2) 自衛隊等の派遣要請に関すること。 

 (3) 消防隊及び救急隊の動員に関すること。 

 (4) 他市町村からの応援部隊の組織活動に関すること。 

 (5) 防災行政無線局の管理及び運用に関すること。 

 (6) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 (7) 各部等の連絡調整に関すること。 

職員課 (1) 職員の動員その他各部間の応援の調整及び配備に関すること。 

管財課 (1) 職員，患者，物資等の輸送に関すること。 

 ア 自動車の集中管理及び配車 

 イ 自動車の燃料の確保 

 (2) 危機管理防災課及び保健所に対する応援に関すること。 

(3) 財政部 

課 分掌事務 

財政課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 緊急予算の編成等財政措置に関すること 

契約検査課 (1) 必要な資材物資の調達及び受払に関すること。 

 (2) 必要な食糧等の発注・確保に関すること。 
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資産経営課 (1) 保健所に対する応援（市民の健康被害の調査及び報告に関するものに限

る。）に関すること。 

市民税課 (1) 保健所に対する応援（市民の健康被害の調査及び報告に関するものに限

る。）に関すること。 

資産税課 (1) 保健所に対する応援（市民の健康被害の調査及び報告に関するものに限

る。）に関すること。 

納税課 (1) 保健所に対する応援（健康危機に関する情報の収集及び伝達に関するも

のに限る。）に関すること。 

(4) 市民部 

課 分掌事務 

市民協働推 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

進課 (2) 町内会等に対する健康危機情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関す

ること。 

 (3) 健康危機及び健康被害に関する臨時の市民の相談窓口の設置及び運営に

関すること。 

 (4) 外国人を対象とする相談窓口の設置及び運営に関すること。 

 (5) 保健所に対する応援に関すること。 

くらしの安

全課 

(1) 保健所に対する応援に関すること。 

スポーツ推

進課 

(1) 所管するスポーツ施設との連絡調整に関すること。 

(2) 他課に対する応援に関すること。 

市民登録課 (1) 遺体の埋葬及び火葬の許可について臨時の窓口の設置及び運営に関する

こと。 

 (2) 支所との連絡調整に関すること。 

 (3) 保健所に対する応援に関すること。 

健康保険課

長 

(1) 他課に対する応援に関すること。 

医療助成年

金課 

(1) 他課に対する応援に関すること。 

都南総合支

所課 

(1) 健康危機及び健康被害に関する臨時の市民の相談窓口の設置及び運営に

関すること。 

 (2) 遺体の埋葬及び火葬の許可について臨時の窓口の設置及び運営に関する

こと。 

 (3) 町内会等（都南総合支所の所管区域に属するものに限る。）に対する健

康危機情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関すること。 
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 (4) 出張所との連絡調整に関すること。 

 (5) 保健所に対する応援に関すること。 

(5) 環境部 

課 分掌事務 

環境企画課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 飲料水供給施設における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (3) 保健所に対する応援に関すること。 

廃棄物対策

課 

(1) 盛岡地区衛生処理組合，盛岡北部行政事務組合，岩手･玉山環境組合，

盛岡・紫波地区環境施設組合及び紫波，稗貫衛生処理組合の連絡調整に関

すること。 

 (2) 保健所に対する応援に関すること。 

資源循環推

進課 

(1) 保健所に対する応援に関すること。 

クリーンセ

ンター課 

(1) 保健所に対する応援に関すること。 

(6) 保健福祉部 

課 分掌事務 

地域福祉課 (1) 部内各課（保健所を除く。）の健康被害の状況の調査・報告その他連絡

調整に関すること。 

 (2) 要配慮者の援護並びに健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (3) 社会福祉協議会及び日本赤十字社岩手県支部との連絡調整に関するこ

と。 

障がい福祉

課 

(1) 障がい者の援護並びに健康被害の調査及び報告に関すること。 

(2) ボランティアの受入場所の開設の総括並びにボランティアの登録及び配

備の総括に関すること。 

 (3) 要配慮者等のうち障がい者の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

長寿社会課 (1) 要配慮者等のうち高齢者の援護並びに健康被害の調査及び報告に関する

こと。 

 (2) 要配慮者等のうち高齢者の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

介護保険課 (1) 要配慮者等のうち高齢者の援護並びに健康被害の調査及び報告に関する

こと。 

 (2) 要配慮者等のうち高齢者の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

生活福祉第

一課 

(1) 要配慮者等のうち生活保護世帯の援護並びに健康被害の調査及び報告に

関すること。 
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(2) 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。 

(3) 要配慮者等の生活相談の総括に関すること。 

生活福祉第

二課 

(1) 要配慮者等のうち生活保護世帯の援護並びに健康被害の調査及び報告に

関すること。 

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。 

(3) 要配慮者等の生活相談の総括に関すること。 

企画総務課 (1) 本部に関すること。 

 (2) 健康危機及び健康被害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 

 (3) 健康危機及び健康被害の状況等の取りまとめ及び報告に関すること。 

 (4) 関係協働団体等との連絡調整に関すること。 

 (5) 医療施設における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (6) 市民に対する医療の確保に関すること。 

 (7) 発熱外来の設置及び運営に関すること。 

 (8) 医師及び看護師の要員の総合調整に関すること。 

 (9) 医師及び看護師の要員の受入れに関すること。 

 (10) 医薬品その他医療物資の確保に関すること。 

 (11) 遺体の検案及び検視に関すること。 

 (12) 遺体の埋葬及び火葬の総括に関すること。 

 (13) 遺体の収容施設の開設の指導及び総括に関すること。 

 (14) 健康危機の広報及び広聴に関すること。 

 ア 写真等の撮影記録 

 イ 情報の報道機関への発表及び報道の要請 

 ウ 報道機関への連絡調整 

 エ 健康危機情報の市ホームページへの掲載その他情報の公表 

 オ 市民の相談窓口の総括 

健康増進課 (1) 応急救護に関すること。 

 (2) 予防知識の普及啓発に関すること。 

 (3) 健康指導及び健康管理に関すること。 

 (4) 要配慮者等に対する支援の総括に関すること。 

 (5) 健康相談窓口の設置及び運営の総括に関すること。 

保健予防課 (1) 防疫及び感染症の予防に関すること。 

 (2) 感染症情報の提供の総括に関すること。 

 (3) 感染症危機管理推進委員会に関すること。 

 (4) 予防接種に関すること。 
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 (5) 防疫用品の備蓄及び整備に関すること。 

 (6) 感染症サーベイランスに関すること。 

 (7) 積極的疫学調査及び患者の早期発見に関すること。 

 (8) 感染症患者の入院措置に関すること。 

 (9) こころのケア対策に関すること。 

 (10) 栄養指導に関すること。 

生活衛生課 (1) 生活衛生指導に関すること。 

 (2) 給水確保の連絡調整に関すること。 

 (3) 食品衛生指導に関すること。 

 (4) 営業施設等に対する予防知識の普及及び啓発に関すること。 

 (5) 死亡獣畜の適正処理の指導に関すること。 

 (6) 特定動物の適正管理指導及び被災犬等の保護収容に関すること。 

 (7) 検査に関すること。 

 (8) 患者発生時の岩手県環境保健研究センターとの連絡調整に関すること。 

(7) 子ども未来部 

課 分掌事務 

子ども青少 

年課課 

(1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

年課 (2) 要保護児童等の援護並びに健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (3) 要配慮者等のうち要保護児童等の生活相談及び名簿の作成に関するこ

と。 

 

 

 

 

  

こと。 

子育てあん

しん課 

(1) 保育所等の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

(2) 保健所に対する応援に関すること。 

母子健康課 (1) 応急救護に関すること。 

(2) 要配慮者のうち妊産婦等の援護並びに健康被害の調査及び報告に関する

こと。 

 (3) 保健所に対する応援に関すること。 

 (8) 商工観光部 

課 分掌事務 

経済企画課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 労働力確保に係る連絡調整に関すること。 

 (3) 商工業団体等との連絡調整に関すること。 

 (4) 保健所に対する応援に関すること。 

ものづくり

推進課 

(1) 商工業関係者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

(2) 要配慮者等の生活相談及び名簿の作成に関すること。 
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観光課 (1) 観光等滞在者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (2) 必要な宿泊施設の確保，必要な集結場所の設置の指導及びこれらの総括

に関すること。 

(9) 農林部 

課 分掌事務 

農政課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 農水産関係者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (3) 病害虫の駆除に関すること。 

 (4) 家畜の防疫に関すること。 

 (5) 家畜の輸送に関すること。 

 (6) 要配慮者等の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

林政課 (1) 林業関係者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

中央卸売市 (1) 農産物及び水産物の調達に係る情報収集及び連絡調整に関すること。 

場業務課 (2) 他課に対する応援に関すること。 

(10) 建設部 

課 分掌事務 

道路管理課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

交通政策課 (1) バス・鉄道等の公共交通，流通貨物その他輸送機関の健康被害の状況の

調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

道路建設課 (1) 他課に対する応援に関すること。 

用地課 (1) 健康危機からの復旧に必要な用地の確保に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

河川課 (1) 他課に対する応援に関すること。 

建築住宅課 (1) 要配慮者等の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

(11) 都市整備部 

課 分掌事務 

都市計画課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

景観政策課 (1) 他課に対する応援に関すること。 
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公園みどり

課 

(1) 他課に対する応援に関すること。 

建築指導課 (1) 他課に対する応援に関すること。 

盛岡南整備

課 

(1) 他課に対する応援に関すること。 

市街地整備

課 

(1) 他課に対する応援に関すること。 

(12) 玉山総合事務所部 

課 分掌事務（旧玉山地域に係る事務に限る。） 

総務課 (1) 部内各課の健康被害の状況の調査・報告その他連絡調整に関すること。 

 (2) 職員の動員に関すること。 

 (3) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 (4) 町内会等に対する健康危機情報の提供及び依頼事項等の連絡調整に関す

ること。 

 (5) 要配慮者等の生活相談及び名簿の作成に関すること。 

 (6) 消防防災課及び保健所に対する応援に関すること。 

税務住民課 (1) 健康危機及び健康被害に関する臨時の市民相談の窓口の設置及び運営に

関すること。 

 (2) 出張所との連絡調整に関すること。 

 (3) 遺体の埋葬及び火葬の許可について臨時の窓口の設置及び運営に関する

こと。 

 (4) 飲料水供給施設における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (5) 保健所に対する応援に関すること。 

健康福祉課 (1) 応急救護に関すること。 

 (2) 予防知識の普及啓発の実施に関すること。 

 (3) 要配慮者等の被害の調査及び報告並びに要配慮者等に対する支援に関す

ること。 

 (4) 健康相談窓口の設置及び運営に関すること。 

 (5) 感染症情報の提供の実施に関すること。 

 (6) 予防接種の実施に関すること。 

 (7) 支援物資及び調達物資の供給に関すること。 

 (8) 保健衛生対策の実施に関すること。 

 (9) 保健所に対する応援に関すること。 

産業振興課 (1) 農林水産関係者における健康被害の調査及び報告に関すること。 
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 (2) 病害虫の防除に関すること。 

 (3) 家畜の防疫に関すること。 

 (4) 商工業関係者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (5) 観光等滞在者における健康被害の調査及び報告に関すること。 

 (6) 健康危機の広報に関すること。 

 (7) 健康危機の記録に関すること。 

 (8) 他課に対する応援に関すること。 

建設課 (1) 職員，被災者，物資等の輸送に関すること。 

 ア 自動車の集中管理及び配車 

 イ 自動車の燃料の確保 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

(13) 出納部 

課 分掌事務 

会計課 (1) 部内の健康被害の状況の調査・報告に関すること。 

 (2) 他課に対する応援に関すること。 

 



　【新型コロナウイルス感染症対策】

　　　市主催等行事・イベント一覧（～令和２年３月31日）

令和２年２月28日現在

№ 件名 開催日 開催場所 参加者数 対象 主催

1 令和元年度盛岡市統計調査員研修会 3月12日 プラザおでって大会議室 15 統計調査員 市 市長公室 企画調整課

2 文京区さんさ踊りワークショップ
2月29日，3月8日，3
月14日

文京区シビックセンター 120 一般市民等
赤坂さんさ・大江戸さん
さ

市長公室 都市戦略室

3 第３回盛岡ブランド推進市民委員会 3月23日
プラザおでって第１、２会議
室

20 一般市民等
盛岡ブランド推進市民委
員会

市長公室 都市戦略室

4
令和元年情報発信・マーケティング研修（第３
回）

3月26日、27日
盛岡市総合福祉センター
レクリエーション室

30 市職員等 市 市長公室 都市戦略室

5
令和元年度盛岡市自衛隊入隊・入校予定者激
励会

2月25日 プラザおでってホール 50 自衛隊入隊予定者 市 総務部 総務課

6 東日本大震災９周年行事「復興への誓い」 3月11日 岩手県公会堂大ホール 300 一般市民等 盛岡広域首長懇談会 総務部 危機管理防災課

7 祈りの灯2020～思い新たに～ 3月11日 盛岡城跡公園 2,000 一般市民等 盛岡広域首長懇談会 総務部 危機管理防災課

8 消防団体験入団者小隊訓練 2月22日，3月21日 都南体育館 80 体験入団者 市 総務部 消防対策室

9 消防団幹部会議 3月12日 中央消防署 70 団幹部 市 総務部 消防対策室

10 退職者辞令交付式 3月31日 勤労福祉会館 80
退職者及び市幹部職
員（部長以上）

市 総務部 職員課

11 退職者を送る会 3月31日 サンセール盛岡 80
退職者及び市幹部職
員（次長級以上）

市互助会 総務部 職員課

12 市・県民税申告受付 2月25日～3月16日 本庁舎8階大ホールほか 6,500 一般市民等 市 財政部 市民税課

13 入札
3月5日，3月12日，3
月17日

若園町分庁舎会議室 41 市内業者 市 財政部 契約検査課

14 工事担当者会議 3月中旬 勤労福祉会館 40 市職員 市 財政部 契約検査課

15 都南地区企業等地域安全連絡会研修会 3月4日 都南分庁舎研修室 40
企業防犯担当者，一
般市民等

市 市民部 都南総合支所

16 第３回都南地区交通安全連絡協議会役員会 3月17日 都南分庁舎研修室 20
一般市民等，盛岡市
交通指導隊

市 市民部 都南総合支所

17
第５回都南地区防犯協会連合会三役会・合同
会議

3月中旬 都南分庁舎 40 一般市民等，警察 市 市民部 都南総合支所

18 スポーツ・レクレーション祭 3月7日 盛岡体育館 175 高齢者
盛岡市スポーツ推進委
員協議会，市

市民部 スポーツ推進課

19
令和元年度盛岡市ジュニアスポーツ医・科学セ
ミナー

3月8日 西部公民館 19 一般市民等 盛岡市スポーツ協会，市 市民部 スポーツ推進課

20 総合型地域スポーツクラブ研修会 3月5日 アイーナ 24
スポーツ組織，一般市
民等

市，岩手大学 市民部 スポーツ推進課

21 ３月班長会議 3月5日 勤福401・402 45 盛岡市交通指導員 市 市民部 くらしの安全課

22 交通栄誉章受章祝賀会 3月14日
メトロポリタン
NewWing

191 一般市民等 市 市民部 くらしの安全課

23 空き家講座 3月18日 勤労福祉会館 401会議室 20 一般市民等 市 市民部 くらしの安全課

24 ３月幹部会議 3月19日 403会議室 18 交通指導員 市 市民部 くらしの安全課

担当部課等



25 退任者を囲む会 3月19日 エスポワールいわて 30 交通指導員 市 市民部 くらしの安全課

26 空き家講座 3月24日 勤労福祉会館 401会議室 20 一般市民等 市 市民部 くらしの安全課

27 高齢者反射材貼付啓発 3月2日 ＪＯＩＳ本町店 40 一般市民等 市，県警等 市民部 くらしの安全課

28 第12回パソコンミニセミナー 3月12日
もりおか女性センター１F起
業応援ルーム

10 一般市民等 市 市民部 男女共同参画推進室

29 女性のこころとからだ講座 3月14日 おでって３階大会議室 24 一般市民等 市 市民部 男女共同参画推進室

30 保護庭園「一ノ倉邸」ひな人形展「ひな遊ぶ」 2月4日～3月3日 一ノ倉邸 6,700 一般市民等
一ノ倉邸管理保存委員
会

環境部 環境企画課

31 第２回廃棄物不法投棄監視員会議 3月下旬 若園町分庁舎会議室 19
廃棄物不法投棄監視
員

市 環境部 廃棄物対策課

32
令和元年度県央ブロックごみ・し尿処理広域化
推進協議会

2月27日 総合福祉センター講堂 65
広域市町等職員，一
般市民等

市ほか 環境部
ごみ処理広域化推進
室

33
県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会
部会検討会

3月上旬 若園町分庁舎会議室 25 広域市町等職員 市ほか 環境部
ごみ処理広域化推進
室

34
容器包装廃棄物削減への取組に関する協定締
結者令和元年第２回意見交換会

2月26日
総合福祉センター子供会
研修室

21
市民団体，小売業者
等

市 環境部 資源循環推進課

35 もりおかエコライフ実行委員会 3月23日 若園町分庁舎会議室 13 実行委員会 実行委員会 環境部 資源循環推進課

36 市民のつどい実行委員会 3月23日 若園町分庁舎会議室 10 実行委員会 実行委員会 環境部 資源循環推進課

37 きれいなまち推進員地区長会議・理事会 3月30日 総合福祉センター 40
きれいなまち推進員地
区長

市 環境部 資源循環推進課

38 民生児童委員定例会長会 3月2日 総合福祉センター 70 民生委員 市 保健福祉部 地域福祉課

39 子ども・子育て支援フォーラム 3月16日 総合福祉センター 100 一般市民等 市 保健福祉部 地域福祉課

40 地域福祉専門分科会 3月18日 総合福祉センター 15 社会福祉審議会委員 市 保健福祉部 地域福祉課

41 再犯防止推進会議 3月19日 総合福祉センター 20 会議委員 市 保健福祉部 地域福祉課

42 市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会 2月27日 プラザおでって 16 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

43 盛岡広域圏自立支援協議会相談支援分科会 3月12日 市総合プール研修室 50 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

44 市自立支援協議会 3月18日 － 30 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

45
市自立支援協議会就労継続支援Ａ・Ｂ型事業
所ネットワーク会議

3月4日 中央卸売市場会議室 50 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

46 市障害者介護給付費等支給審査会 3月4日 本庁舎403会議室 7 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

47 市障害者介護給付費等支給審査会 3月13日 本庁舎403会議室 7 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

48 市障害者介護給付費等支給審査会 3月23日 本庁舎403会議室 7 会議委員 市 保健福祉部 障がい福祉課

49 介護予防ヨガ教室
2月28日，3月6日，3
月13日

地域福祉センター 60 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

50 介護予防太極拳教室
2月27日，3月5日，3
月12日，3月19日

山王老人福祉センター 100 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

51 マッサージ等指導教室 2月28日～3月27日 老人福祉センター等 60 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

52 太田老人福祉センター機能移転に係る説明会 3月7日 太田老人福祉センター 30 一般市民等 市 保健福祉部 長寿社会課



53 介護教室・医療保健講座 3月6日 土淵地区活動センター 50 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

54 愛宕山老人福祉センター内覧会 3月25日
愛宕山老人福祉センター
(中央公民館)

50 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

55 元気はなまる筋力アップ教室 2月25日～3月26日 各地区活動センター等 460 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

56
元気はなまる筋力アップ教室プロポーザル説明
会

3月25日 本庁舎403会議室 10 一般市民等 市 保健福祉部 長寿社会課

57 地域ケア会議 2月27日～3月24日 各地区活動センター等 155 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

58 加賀野ふれあいサロン 3月10日 加賀野老人福祉センター 20 高齢者
加賀野老人福祉セン
ター

保健福祉部 長寿社会課

59 キャラバンメイト連絡会 3月6日 総合福祉センター 25 一般市民等 市 保健福祉部 長寿社会課

60 県立大学合同企業説明会 3月3日 県立大学 20 大学生 県立大学 保健福祉部 長寿社会課

61 住民支え合い型訪問サービス事業説明会 3月24日 総合福祉センター 20 一般市民等 市 保健福祉部 長寿社会課

62 シルバーリハビリ体操 3月27日 松園県営アパート 15 高齢者 松園一丁目町内会 保健福祉部 長寿社会課

63 杜陵はつらつシニア塾 3月19日 杜陵老人福祉センター 40 高齢者 杜陵老人福祉センター 保健福祉部 長寿社会課

64 認知症サポーター養成講座 3月17日 コアトレース厨川 30 一般市民等 市 保健福祉部 長寿社会課

65 見前地区ごみ出し支援プロジェクト打合せ 2月28日 見前南地区公民館 10 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

66 見前地区ごみ出し支援プロジェクト会議 3月17日 見前南地区公民館 30 高齢者 市 保健福祉部 長寿社会課

67 新人介護職員資質向上研修 3月12日，13日 総合福祉センター 60
介護サービス事業所
職員

市 保健福祉部 介護保険課

68 要介護認定審査会 2月25日～3月31日
本庁舎，内丸分庁舎会議
室

228 会議委員 市 保健福祉部 介護保険課

69 地域同行型研修最終日全体研修 2月26日 勤労福祉会館 7 ケアマネジャー等 市 保健福祉部 介護保険課

70 ケアプラン点検 2月26日～３月24日
西青山地域支援センター
等

36 ケアマネジャー等 市 保健福祉部 介護保険課

71 地域ケアマネジメント会議 3月5日
西青山地域支援センター
等

10 ケアマネジャー等
盛岡西口包括支援セン
ター

保健福祉部 介護保険課

72 ケアマネ支援合同会議打合せ会議 3月12日 本庁舎会議室 17 ケアマネジャー等 市 保健福祉部 介護保険課

73 保健福祉関係者医学知識講習会 2月28日 プラザおでって 60 市職員 市 保健福祉部 生活福祉第一・二課

74 献血推進事業 3月8日 イオン盛岡南 6 献血推進員 市 保健所 企画総務課

75 保健推進員地区長会議 3月25日 保健所 40 献血推進員 市 保健所 企画総務課

76 健康相談 3月1日～3月26日 高松健康保険センター等 205 一般市民等 市 保健所 健康増進課

77 特定保健指導 3月1日～3月18日 みたけ老人福祉センター等 65 一般市民等 市 保健所 健康増進課

78
令和元年度食のボランティア養成教室修了生と
の交流会

3月10日，11日 保健所 52 一般市民等 市 保健所 健康増進課

79 自殺対策キャンペーン 2月29日 イオンモール盛岡 200 一般市民等 市 保健所 保健予防課

80 放課後児童クラブ助成制度説明会 2月27日 勤労福祉会館 80 学童指導員等 市 子ども未来部 子ども青少年課



81 放課後児童支援員等研修 3月11日 総合福祉センター 80 学童指導員等 市 子ども未来部 子ども青少年課

82 第18回盛岡市子ども・子育て会議 3月24日 プラザおでって大会議室 20
外部有識者，一般市
民等

市 子ども未来部 子ども青少年課

83 各保育園卒園式，入園説明会等 3月6日～19日 各保育園 920 園児，保護者等 市 子ども未来部 子育てあんしん課

84 認可外保育施設新制度説明会 － － 40 認可外保育施設職員 市 子ども未来部 子育てあんしん課

85 1.6歳児健診・3歳児健診・もりっこ健診（計10回） 3月1日～27日 保健所等 620 乳幼児，保護者等 市 子ども未来部 母子健康課

86 各種教室 3月1日～15日 保健所等 150 乳幼児，保護者等 市 子ども未来部 母子健康課

87 各種教室 3月16日～31日 保健所等 150 乳幼児，保護者等 市 子ども未来部 母子健康課

88 もりおか就職ガイダンス 3月9日 メトロポリタンＮＷ 250 一般市民等 市ほか 商工観光部 経済企画課

89 高校生スキルアップ事業 3月19日 勤労福祉会館 100 一般市民等 市 商工観光部 経済企画課

90 みちのく盛岡の名品と観光展 2月26日～3月2日
八木橋百貨店（埼玉県熊
谷市）

－ 一般市民等
みちのく盛岡の名品と観
光展実行委員会

商工観光部 観光交流課

91 浜藤ジャズライブ vol.6 2月29日
もりおか町家物語館「浜藤
ホール」

100 一般市民等
市，いわてアートサポー
トセンター

商工観光部 観光交流課

92 さけの赤ちゃん放流会 3月3日，3月14日
中津川中の橋下流、上の
橋付近

700 一般市民等 本町振興会 商工観光部 観光交流課

93 街並み修景フォーラム 3月7日 三㐂亭（鉈屋町） 100 一般市民等
盛岡市街並み保存活用
協議会

商工観光部 観光交流課

94 第54回日本水環境学会年会 3月16日～18日
岩手大学，ホテルメトロポ
リタン盛岡ニューウイング

1,400 学会関係者
公益財団法人日本水環
境学会

商工観光部 観光交流課

95 第90回日本衛生学会学術総会 3月26日～28日 アイーナ 700 学会関係者
日本衛生学会事務局
（岩手医科大学）

商工観光部 観光交流課

96
駅からハイキング「南部・盛岡藩ゆかりの地・冬
の盛岡を歩く」

2月28日～3月15日 出発駅：盛岡駅 － 一般観光客等 JR東日本 商工観光部 観光交流課

97 盛岡の伝統工芸展（その１） 3月12日～16日
中央区銀座「いわて銀河プ
ラザ」

－ 一般市民等
盛岡地域地場産業振興
センター

商工観光部 ものづくり推進課

98 盛岡の伝統工芸展（その２） 3月20日～21日
台東区浅草「まるごと日
本」

－ 一般市民等
盛岡地域地場産業振興
センター

商工観光部 ものづくり推進課

99 健康チェックイベント 2月25日～26日 本庁舎職員衛生室 20 一般市民等 ヘルスケア産業協議会 商工観光部 ものづくり推進課

100 ビジネスプランコンテスト 3月8日 コラボMIU 50 一般市民等 市 商工観光部 ものづくり推進課

101 ものづくり人材育成事業工場見学会 3月5日
川口印刷工業
中野製麺

22
盛岡スコーレ高等学校
上野法律ビジネス専

市・盛岡広域振興局 商工観光部 ものづくり推進課

102 緑の募金運動（街頭募金） 3月20日～ 大通，菜園地区ほか －
申込み学校の生徒（盛
岡白百合学園高校ほ

岩手県緑化推進委員会
盛岡支部

農林部 林政課

103
中央卸売市場活性化ビジョン推進委員会「特別
講演会」

3月19日 盛岡市中央卸売市場 100
市場関係者・市内小売
業者

盛岡市中央卸売市場活
性化ビジョン推進員会

農林部 中央卸売市場業務課

104 都南地区農業経営事例発表会 3月6日 盛岡地域営農センター 100
認定農業者，市・県，
農協関係者

盛岡市農業委員会事務
局

農業委員会 農業委員会事務局

105 農業後継者結婚相談員会議 3月11日 都南分庁舎 16
農業後継者結婚相談
員，農業委員会事務

盛岡市農業委員会事務
局

農業委員会 農業委員会事務局

106 農業委員会・農地最適化推進員全体会議 3月23日 都南分庁舎 45
農業委員，農地最適
化推進員

盛岡市農業委員会事務
局

農業委員会 農業委員会事務局

107
盛岡市６次産業化等スタートアップ支援事業成
果報告会

3月27日
プラザおでって３階　大会
議室

40
市内農家，関係機関
等

盛岡市 農林部 農政課

108 グリーンツーリズム推進協議会総会及び研修会 3月17日 肴町分庁舎 35 産直，農家，市関係課
盛岡市グリーン・ツーリ
ズム推進協議会

農林部 農政課



109 市道油田線説明会 3月上旬 油田公民館 30 一般市民等 市 建設部 道路建設課

110 総合交通施策懇話会 3月25日
勤労福祉会館５階大ホー
ル

40 会議委員等 市 建設部 交通政策課

111 もりおか park talk 2月26日 プラザおでって大会議室 50 一般市民等 市 都市整備部 公園みどり課

112 土地区画整理事業保留地抽選説明会 2月28日 都南分庁舎研修室 15 一般市民等 市 都市整備部
盛岡南整備課，市街
地整備課

113 元気はなまる教室 3月10日
イオンスーパーセンター盛
岡渋民店

15 65歳以上 市 玉山総合事務所 健康福祉課

114 元気はなまる教室 3月17日
就業改善センター（好摩地
区公民館）

15 65歳以上 市 玉山総合事務所 健康福祉課

115 元気はなまる教室 3月24日 ユートランド姫神 20 65歳以上 市 玉山総合事務所 健康福祉課

116 いきいき高齢者通所支援事業「ゆいっこ」 3月中の平日
玉山地域内の介護予防セン
ター等

95 65歳以上 市 玉山総合事務所 健康福祉課

117 健康講座「まめす倶楽部」 3月18日
好摩地区コミュニティセン
ター

40 60歳代～80歳代 市 玉山総合事務所 健康福祉課

118 盛岡市玉山地域振興会議 3月27日 玉山総合事務所 30 審議会委員等 市 玉山総合事務所 総務課

119
盛岡市町内会連合会・玉山地域自治会連絡協
議会情報交換会

3月19日 総合福祉センター 20 市民等
盛岡市町内会連合会・玉山
地域自治会連絡協議会

玉山総合事務所 総務課

120 畜産部会研修会 3月6日 玉山総合事務所 10 農業者
盛岡市認定農業者協議
会（市が事務局）

玉山総合事務
所

産業振興課

121 安全衛生委員会 2月26日 上下水道局本庁舎 20 市職員 市 上下水道部 総務課

122 互助会総代会 2月26日 上下水道局本庁舎 25 市職員 市 上下水道部 総務課

123 経営会議 3月11日 上下水道局本庁舎 14 市職員 市 上下水道部 総務課

124 職場研修推進チーム会議 3月13日 上下水道局本庁舎 15 市職員 市 上下水道部 総務課

125 安全衛生委員会 3月13日 上下水道局本庁舎 20 市職員 市 上下水道部 総務課

126 経営会議 3月25日 上下水道局本庁舎 14 市職員 市 上下水道部 総務課

127 経営会議 3月30日 上下水道局本庁舎 14 市職員 市 上下水道部 総務課

128 東京大学による浄水場視察 3月14日 米内浄水場 20
東京大学教授及び学
生

市 上下水道部 経営企画課

129 第10回水道技術委員会 3月6日 上下水道局本庁舎 15 市職員 市 上下水道部 水道建設課

130 下水道工事に関する説明会 2月25日～3月下旬 見前町公民館等 100 一般市民等 市 上下水道部 下水道整備課

131 協力医療機関情報交換会 2月26日 市立病院会議室 10 介護施設等の職員 盛岡市 市立病院 総務課

132 小中学校適正配置説明会 2月25日，3月24日 東松園小，生出小 85 保護者等 市 教育委員会 学務教職員課

133 繋中学校閉校記念式典 3月20日 繋中学校 90
教職員，生徒，保護者
等

市 教育委員会 学務教職員課

134 市立高校卒業式 3月1日 市立高校 1,500 生徒，保護者等 市 教育委員会 市立高校

135 市立高校入学選抜試験 3月6日，3月25日 市立高校 400 受験者 市 教育委員会 市立高校

136 市立高校入学手続き 3月30日 市立高校 350 入学予定者 市 教育委員会 市立高校



137 各小中学校卒業式等 3月12日～3月20日 各小中学校 － 生徒，保護者等 市 教育委員会 各小中学校

138 各種教室，講座 2月25日～3月27日 各地区公民館等 － 一般市民等 市 教育委員会 生涯学習課

139 令和元年度調査成果報告会 3月1日 遺跡の学び館 80 一般市民等 市 教育委員会 歴史文化課

140 縄文ふれあいDAY 3月14日 遺跡の学び館 30 一般市民等 市 教育委員会 歴史文化課

141 もりおかの遺跡 2月27日 渋民公民館 10 渋民小児童 市 教育委員会 歴史文化課

142
岩手県選挙管理委員会連合会盛岡支会視察
研修

2月26日，27日 つがる市 27 選管委員 岩選連盛岡支会
選挙管理委員
会

選挙管理委員会事務
局

143 盛岡工業高校の主権者教育授業 3月3日 盛岡工業高校 276 生徒 盛岡工業高校
選挙管理委員
会

選挙管理委員会事務
局

144 gaku-sei　学政 3月6日 プラザおでってホール 50 中高生
ドリームシードプロジェク
ト

選挙管理委員
会

選挙管理委員会事務
局



 

新型コロナウイルスに係る盛岡市教育委員会の対応について 

令和２年２月28日 

教 育 委 員 会  

 

１ 文部科学事務次官通知 

令和２年２月28日付け 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について（通知）より抜粋 

子供たちの健康・安全を第一に考え，多くの子供たちや教職員が，日常的に長時間集ま

ることによる感染リスクに予め備える観点から，小学校，中学校，高等学校及び特別支援

学校における全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣より示されました。この

ことを受け，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校及び高等課程を置く専修学校の設

置者におかれては，本年３月２日（月）から春季休業の開始日までの間，学校保健安全法

第２０条に基づく臨時休業を行うようお願いします。 

なお，臨時休業の期間や形態については，地域や学校の実情を踏まえ，各学校の設置者

において判断いただくことを妨げるものではありません。その際，卒業式などを実施する

場合には，感染防止のための措置を講じたり，必要最小限の人数に限って開催したりする

等の対応をとっていただくようお願いいたします。 

臨時休業を行う場合における配慮 

（保健管理に関すること） 

１ 新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨

を児童生徒に理解させ，人の集まる場所等への外出を避け，基本的に自宅で過ごすよう

指導すること。 

２ 自宅においても，咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うよう指導すること。 

（教育課程に関すること） 

３ 児童生徒が授業を十分受けることができないことによって，学習に著しい遅れが生じる

ことのないよう，可能な限り，家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じるなど配慮

すること。 

４ 児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たって，弾力的に対処し，その進

級，進学等に不利益が生じないよう配慮すること。なお，このたびの臨時休業により学

校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回った場合は，そのことのみをもって学校

教育法施行規則に反するものとはされないこと。 

（高等学校等の入学者選抜に関すること） 

８ 今後予定されている高等学校等の入学者選抜については，試験会場の清掃やアルコール

消毒，こまめな換気の実施，試験会場へのアルコール消毒液の設置，咳エチケットや手

洗いの徹底など，感染防止の措置を講じた上で実施していただきたいこと。また，新型

全員協議会資料 



コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われる者への受検機会を十分に確保する観

点から，追試験の実施等の対応を検討していただくとともに，入学志願者や保護者に対

する情報提供や相談対応に努めていただきたいこと。 

 

２ 県の通知 

  令和２年２月28日付け通知予定 

 

３ 市の対応 

(1) 令和元年度の対応について 

ア 臨時休業日について 

令和２年３月４日(水)から学年末休業の開始日まで臨時休業とする。 

なお，臨時休業日前の期間においては，十分な感染症対策を実施するとともに，

児童生徒に対して，休業中の生活，学習，安全等の指導を行う。 

学校給食も４日(水)から配給停止とする。 

  イ 卒業式について 

    令和２年２月27日付け市立中学校の卒業式の開催に関する考え方について（通

知）に沿い，参加人数を抑えたり，感染拡大防止に努めたりした上で実施する。 

ウ 修了式について 

  実施しない。 

エ 盛岡市立高等学校の入学者選抜について 

  県立高校に準じて実施する。 

(2) 令和２年度の対応について 

   令和２年度の始業式，入学式の実施については，状況を判断し，改めて通知する。 

(3) その他 

   新型コロナウイルス感染症については，日々状況が変化しているところであり，状

況によって必要な追加の通知を行うこととする。 

 



※今後の岩手県内での感染者の発生や流行の状況により，適宜見直すことといたします。 

 

                            令和２年２月 27 日 

                            保健所健康危機対策本部 

 

   新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る市主催のイベント等の取 

り扱いについて（意見） 

 

 市主催のイベント等の取り扱いについて，２月 25日の庁議で保健所に意見を求められたこ

とから，２月 27日の市保健所健康危機対策本部会議において意見を次のとおりまとめました

ので，お知らせいたします。 

 

記 

１ 保健所健康危機対策本部の意見 

  この時期に多くの人が集まるイベント等における新型コロナウイルス感染症の感染を防

止し拡大を防ぐとともに，市民の不安を払拭するため，令和２年２月 26日に国の対策本部

における首相のスポーツ・文化イベント自粛要請を受けて，当面の間，市主催のイベント

等については, 担当する課等が開催・中止・延期等の判断をするものとしますが，自粛す

ることを含めた検討を要請します。 

 

２ 時期 

  令和２年２月 27日（木）から当面の間 

 

３ イベント等の中止・延期，規模縮小の判断基準 

 (1) 不特定多数の来場・参加が見込まれるもの 

 (2) 高齢者，糖尿病・心不全・呼吸器疾患等の持病がある人，透析を受けている人，免疫

抑制剤や抗がん剤，妊婦等，重症化しやすい人の参加が見込まれるもの 

 (3) 接触機会が多い，または気密性の高い会場で開催するもの 

 (4) 閉鎖された屋内で開催されるもの 

 (5) 対面で行うもの 

 (6) 立食パーティや多人数の会食など食事を伴うもの 

 ※ただし，開催時期が限定されるものを除く（例：確定申告の受付，入学試験） 

 

４ 開催する場合の感染予防策 

   やむを得ずイベント等を実施する場合，可能な範囲で対応するものとする。 

・手洗い     ・手指消毒（アルコール消毒液を設置） 

・マスクの着用  ・咳エチケット 

・こまめな換気  ・座席の間隔の確保  ・感染予防のアナウンス  など 


